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委
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の
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の
場
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教
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研
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評
議
会

(

教
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・
学
生
の
場
合)

懲
戒
審
査
委
員
会

総 長

苦情申立に
おける関係者等

ハラスメントの苦情相談・苦情申立等の流れ

処分等
環境改善指示

報告

部 局

事
実
確
認

教育
担当理事

修学・就労環境の改善に
ついて措置等を依頼

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
委
員
会

○
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
救
済
に
関
す
る
調
査
・
審
議

○
そ
の
他
の
必
要
な
事
項

ハラスメント
調査部会

※事案毎に設置

連携・協力

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
委
員
会

教授会

調査等の付託・
要請・結果報告

教職員の懲戒処分

役員会

部局ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会

ハラスメント
相談員 専任職員

臨床心理士等
の有資格者

（４名）

各地区で選出
された教職員

（１８名）

○ハラスメント防止に関する方策等の企画立案及び実施
○ハラスメントに関する全学教育及び研究の実施
○ハラスメントに係る相談に関すること。
○相談内容に応じた職場環境調整に関すること。

報告

（教員・学生の場合）
調査結果、環境改善
措置の勧告

部局長は，部局ハラスメント
防止委員会を置くことができる

教員・学生の懲戒処分
の場合、教授会は意見
を述べることができる部局におけるハラスメントの防止・対策，

調査，環境改善，啓発に関すること

連
携

協
力

ハラスメント対策推進室
連携・協力

協力教員

人間環境学研究院
法学研究院

室長
（理事、副学長又は副理事）

副室長
（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（教授相当）及び兼任教員）

留
学
生
セ
ン
タ
ー

外
国
人
留
学
生
・
研
究
者

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

学
生
相
談
室

部局長

問題解決
（部局や相手方との調整）

ハラスメントに関する

相 談 者

相談

意見聴取

ハラスメント相談窓口

苦
情
申
立キャンパスライフ・

健康支援センター

健
康
相
談
室

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

支
援
推
進
室

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
室

学
生
相
談
室

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
課

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

(

学
外
弁
護
士
）

連携

協力

相談

助言

調
整
等
結
果
報
告

教職員の
措置等

ハラスメント防止
担当理事

調整・通知専門
委員会
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